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● 会　員

●構造設計一級建築士/設備設計一級建築士とな

るためには、一級建築士として5年以上構造設

計/設備設計に従事した後、講習（構造設計/設

備設計や法適合確認に関する講義・修了考査）

を修了することが必要です。

●なお、構造設計一級建築士/設備設計一級建築

士として設計・法適合確認を行うには、構造設

計一級建築士証/設備設計一級建築士証の交付

を受ける必要があります。

構造設計／設備設計について高度な専門能力を有する建築士に構造設計／設備設計について高度な専門能力を有する建築士に
関し、構造設計一級建築士／設備設計一級建築士を創設しました。関し、構造設計一級建築士／設備設計一級建築士を創設しました。
（平成２０年１１月２８日～）（平成２０年１１月２８日～）

構造設計一級建築士制度
設備設計一級建築士制度

について

平成２１年５月２７日、構造設計一級建築士／設備設計一級建築士
による設計への関与の義務づけがスタートします。

構造設計一級建築士
設備設計一級建築士の創設
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構造設計一級建築士／設備設計一級建築士講習について

●講習機関として、次の機関が登録されています。
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（財）建築技術教育普及センター

一般社団法人 新・建築士制度普及協会は、新しい建築士制度の普及等を目的として、

平成21年1月に設立された法人です。
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